
仕  様  書 

 

１ 目的 

  学校保健安全法第１５条第１項及び労働安全衛生法第６６条第１項に基づき、教職

員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行う。 

 

２ 検査項目 

 ⑴ 既往歴及び業務歴の調査 

 ⑵ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

 ⑶ 体重測定 

 ⑷ 視力検査（5m視力、裸眼、矯正） 

 ⑸ 聴力検査 

   (ｱ)１０００Hｚ (ｲ)４０００Hｚ 

 ⑹ 胸部Ｘ線直接撮影 

 ⑺ 血圧測定 

 ⑻ 尿検査 

   (ｱ)糖 (ｲ)蛋白 (ｳ)ウロビリノーゲン (ｴ)潜血 

⑼ 血液一般検査 

(ｱ)赤血球数 (ｲ)血色素量 (ｳ)ヘマトクリット (ｴ)白血球数 (ｵ)血小板数  

 ⑽ 肝機能検査 

   (ｱ)ＧＯＴ (ｲ)ＧＰＴ (ｳ)γ－ＧＴＰ  

 ⑾ 血中脂質検査（３５歳以上の教職員及び新規採用教職員） 

(ｱ)ＨＤＬコレステロ－ル (ｲ)トリグリセライド (ｳ)ＬＤＬコレステロール

(ｴ)総コレステロール 

 ⑿ 血糖検査 

(ｱ)血糖値 (ｲ)ヘモグロビンＡ１ｃ 

  ⒀ 腎機能 

（ｱ）クレアチニン （ｲ）ｅＧＦＲ 

 ⒁ 心電図検査 

  ⒂ 身長測定 

 ⒃ 腹囲測定 

 ⒄ 胃部Ｘ線検査（４０歳以上の教職員） 

 

３ 受診対象者 

  教職員 

   

 

 

 



４ 実施日時及び実施場所 

  ２０１９年８月１日（木） 

     ９：００～１３：００ 広島市立大学講義棟１階１０２講義室ほか 

    １４：３０～１５：３０ 広島市立大学講義棟１階１０２講義室ほか 

   ※ なお、当日受診できない受診対象者については、別途予約し受診できる。 

５ 実施の方法 

  指定日時及び場所に所定の健康診断個人票を持参した教職員に対し、健康診断を実

施する。なお、学校保健安全法施行規則第１３条に規定する項目については、同施行

規則第１４条に規定する方法及び技術的基準に基づいて実施する。 

 

６ 検査結果 

  受診した教職員の健診結果報告書を各２部広島市立大学事務局に提出する。 

 

７ その他 

  ２０１９年１０月に消費税率が改定された場合、これにかかる変更契約を締結する

場合がある。 

  その他、不明な点が生じた場合は、本学係員の指示によることとする。 


